
第９０５号 近江八幡市水道事業所公文書電子化業務委託 説明書 
 

                          （事業担当課） 
水道事業所上下水道総務課 

TEL 0748-36-5534 
FAX 0748-33-1933 

 
１ 配布資料   仕様書 
 
２ 委託内容 

⑴  委 託 名  第９０５号 近江八幡市水道事業所公文書電子化業務委託 
⑵  委託場所  近江八幡市桜宮町   
⑶   委託概要  別紙仕様書のとおり 
⑷   委託期間  契約締結日から令和８年３月３１日まで 

 
 
3 質疑応答 

⑴  質疑受付  令和 7 年１１月１１日（火） ９：００から１２：００まで    
⑵  受付場所  水道事業所上下水道総務課  

         ※質疑は全て文書にて行うこと。 
         ※FAX による場合は、送付した旨を連絡すること。 
         ※質疑がない場合の連絡は不要とする。 
 ⑶ 質疑回答  令和７年１１月１３日（木） 
   回答場所  近江八幡市ホームページ（下記アドレス）により確認すること。 

https://www.city.omihachiman.lg.jp/riyoushabetu/jigyousha/nyusatsu/index.html 
 

4 現地確認 
  今回の電子化の対象文書は作成年度が古く一部が劣化したものや薄紙、綴じ方が特殊な 

ものも含まれるため、希望者について現地確認を実施する。 
⑴ 確認期間   令和７年１１月４日（火）から令和７年１１月７日（金） 
⑵ 受付方法   現地確認を希望する日の３日前までに、水道事業所上下水道総務課 

（電話 0748-36-5534）へ連絡すること。当事業所が指定した時間に 
来所し、対象文書の状態及び総量を確認すること。確認にあたって 
は当事業所職員が立ち会うものとする。 

 
５ 前金払    前金払は行わない。 
 
６ 部分払    部分払は行わない。 



 
７ その他 
⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。 
⑵ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生開始手続きの申立てがなされてい 
る者（更生手続き開始の決定を受けている者を除く。）⼜は⺠事再生法（平成１１年法律第 
２２５号）に基づく再生手続き開始の申立てをされている者（再生手続き開始の決定を受け 
ている者を除く。）でないこと。 
⑶ 自社⼜は自社の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 
７７号）第２条第２号に掲げる暴力団、同条第６号に掲げる暴力団員及びそれらの利益となる 
活動を行っている者でないこと。（落札者となった場合には、必要に応じて別に定める誓約書、 
役員名簿の提出及び当該役員について警察当局に照会することについて、あらかじめ了知する 
こと。） 
⑷ 当該委託の入札書の提出期限の日⼜は落札決定の日において、近江八幡市建設工事等一般 
競争入札参加停止及び指名停止基準に基づく停止措置の期間中でないこと。 
⑸ 入札に参加しようとする者の間に資本的関係⼜は人的関係がないこと。 


